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丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例 

について 

 

１ 改正の趣旨 

所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）が令和６年３月３

０日に公布され、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の一部が改正さ

れます。 

この改正に伴い、丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例（平成１１年

篠山市条例第１０１号）において引用している租税特別措置法の規定に条項ず

れが生じるため、所要の規定整理を行うものです。 

 

２ 改正の内容 

  丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例第２条第２１号中「第４１条

の３の３第２項」を「第４１条の３の１１第２項」に改めます。 

 

３ 施行期日 

  令和６年６月１日 


